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第 7 章 その他 

第 1 節 電源三法 

1．概要 
発電所建設によって得られる国民的な利益を地元に還元するために、昭和 49

年 6 月に「電源開発促進税法」・「電源開発促進対策特別会計法（平成 19 年 4 月

1 日から「特別会計に関する法律」）・「発電用施設周辺地域整備法」の３つの法

律が制定された。これがいわゆる「電源三法」である。 

制定以来、電源三法は発電所立地地域の発展と福祉向上の中核として、重要な

役割を果たしてきており、制度の強化・拡充が図られてきている。 

 
（１）電源開発促進税法 

原子力や水力、地熱発電施設等の設置の促進及び運転の円滑化を図ることを

目的とし、これらの費用に充てるため販売電気に電源開発促進税を課すること

が規定されている。 
 
（２）特別会計に関する法律 
電源開発促進税法による収入を発電所の周辺地域の整備や安全対策をはじめ、

発電用施設の設置及び運転の円滑化のため交付することができる旨、規定され

ている。 
 
（３）発電用施設周辺地域整備法 

発電用施設の周辺地域において、公共用施設の整備その他の住民生活の利便

性向上及び産業振興に寄与する事業を促進することにより、地域住民の福祉向

上を図るとともに、発電用施設の設置及び運転の円滑化に資することを目的と

し、公共用施設整備事業に係る交付金を交付する旨、規定されている。 
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（令和７年４月１日現在） 
 

 
 

電源開発促進税

（375円／販売電気1,000kWh）法第６条

※）表中の交付金等は、宮城県が交付を受けているものを中心に記載している。

電源立地促進対策交付金相当部分

交付金事務等交付金

水力発電施設周辺地域交付金相当部分

電力移出県等交付金相当部分

原子力発電施設等

緊急時安全対策交付金

電源立地等推進対策交付金

電源立地等初期対策交付金相当部分

電源立地地域対策交付金

発電用施設の利用の促進及

び安全確保並びに発電用施

設による電気の供給の円滑

化のための措置

 ◆ 電源開発促進勘定の電源開発促進

    税収入の各対策に充てる額は、

    特別会計予算の「予算総則」に

    おいて定められている。

原子力発電施設等周辺地域交付金相当部分

発電用施設周辺地域における公共

用施設の整備等を促進し、地域住

民の福祉の向上を図り、発電用施

設の設置及び運転の円滑化に資す

ることを目的とする。

発電用施設
周辺地域整備法

原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金

〜

電源地域産業育成支援補助金

発電用施設の設置及

び運転の円滑化のた

めの財政上の措置

原子力発電施設等立地地域特別交付金

原子力発電施設立地地域共生交付金

原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金

〜

広報・調査等交付金

電源立地等推進対策補助金

〜

発電用施設周辺地域

整備法に基づく交付

金の交付

原子力関連施設等の安全の

確保を図るための措置

原子力施設等
防災対策等交付金

放射線監視等交付金

電源開発促進税法

発電用施設の設置・利用の促進、

運転・電気供給の円滑化、安全確

保等の費用に充てるため、一般配

送電事業者の販売電気に電源開発

促進税を課す。

特別会計に
関する法律

電源開発促進税による収入を全て

一般会計に計上し、各対策に必要

な費用を勘案して特別会計に組み

入れる。

小売電気事業者

一般会計

エネルギー対策特別会計
（電源開発促進勘定）

電源立地対策

（161円／1,000kWh）

電源利用対策

（146円／1,000kWh）

原子力安全規制対策

（68円／1,000kWh）

電気料金

託送料金

電源開発促進税

電力消費者

一般配送電事業者
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2．原子力安全対策課所管交付金 
（１）放射線監視等交付金 

原子力発電施設等の周辺地域において、放射線監視施設を設置し、または環境中の

放射能の調査を行う場合、これに要する費用に充てるため交付される交付金である。 
（２）原子力発電施設等緊急時安全対策交付金 

昭和 54 年、米国スリーマイル島原子力発電所の事故を契機として、原子力発電所

等に係る防災体制の整備の強化を図る必要性から、昭和 55 年度に整備された交付金

である。 

（３）広報・調査等交付金 

原子力発電に関する正しい知識の普及・啓発及び住民の生活に及ぼす影響 に関す

る調査事業に要する費用に充てるための交付金である。 
（４）原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金（うち安全確保交付金） 

 原子力発電所立地地域の災害対応能力の向上に向けた取組に要する費用に充てる

ための交付金である。 

第 2 節 核燃料税 

1．概要 
県では、昭和 58 年に総務省の許可（現在は同意）を得て、条例に基づき核燃料税

（法定外普通税）を課税している。課税期間は 5 年ごとに更新しており、現在は第 9

期目（令和 5年 6月 21 日～令和 10 年 6 月 20 日）である。 

納税義務者を発電用原子炉の設置者として、以下のとおり課税しており、その税収

は、原子力発電所の立地地域及び周辺地域における安全対策、環境保全対策、民生安

定対策及び生業対策等の財政需要に充てられている。 

 
 
 
 
 
 

 

区 分 課税標準 税  率 

価額割 発電用原子炉に挿入された核燃料の価額 8.5％ 

出力割 発電用原子炉（運転及び廃止に係るもの）

の熱出力 

22,300 円/千 kW/3 か月 

（ただし、廃止措置中は

11,150 円/千 kW/3 か月） 
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2．核燃料税交付金 

（１）女川町・石巻市 

  平成 21 年度から女川原子力発電所の所在・隣接自治体である女川町・石巻市

に対し、原子力発電施設周辺地域の振興と地域住民の福祉向上を図るため、市町

が行う事業に要する経費に対して交付金を交付する。 

  （交付額は前年度の核燃料税の収入額の 20％に相当する額の範囲内） 

 

（２）ＵＰＺ５市町 

  令和６年度から女川原子力発電所のＵＰＺ圏内のうち、５市町（登米市・東松

島市・涌谷町・美里町・南三陸町）に対し、原子力災害に対する防災力強化を図

るため、市町が行う事業に要する経費について交付金を交付する。 

  （令和７年度については、５市町で 2,300 万円） 
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